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（趣 旨 ）  

第１ 条  こ の 要 領 は、 「 宇部 市 水 道 局広 告 掲載 取 扱 要 綱（ 令 和４ 年 ４月

１日 制 定。 以 下 「 要綱 」 とい う 。 ） 」 に 定 めが あ る も のの ほ か、 宇部

市水 道 局公 用 車 車 両広 告 掲載 の 取 扱 いに つ いて 必 要 な 事項 を 定め るも

のと す る。  

（広 告 掲載 の 位置 ）  

第２ 条  広 告 を 掲 載す る 位置 、 枠 数 等は 、 公用 車 の 用 途及 び 運行 の 安全

を妨 げ ない 限 度 に おい て 、公 用 車 ご とに 水 道事 業 管 理 者（ 以 下「 管理

者」 と いう 。 ）が 定め る 。  

２  広 告を 掲 載す る公 用 車に つ いて は、 別 に定 め る。  

（広 告 掲載 の 方法 ）  

第３ 条  広 告 掲 載 は、 要 綱第 １ ２ 条 第２ 項 の規 定 に か かわ ら ず、 ラ ッピ

ング ・ フィ ル ム 、 カッ テ ィン グ ・ マ グネ ッ ト・ シ ー ト 等（ 以 下「 広告

物」 と いう 。 ） 、 剥離 が 可能 な 素 材 を前 条 の規 定 に よ り管 理 者が 定め

た位 置 に貼 付 する 方法 で 行う 。  

２  要綱 第 １ ２ 条 に 規 定す る 広 告 掲 載 の 契約 を し た 者 （ 以 下「 広 告 主 」

と い う。 ） は 、 管 理 者 の指 定 す る 仕 様 に 従い 、 そ の 負 担 に おい て 広 告

物を 製 作し 、 公用 車に 貼 付し 、 及び 撤去 す るも の とす る。  

３  広告 主 は 、 前 項 後 段の 広 告 掲 載 及 び 撤去 を 行 お う と す ると き は 、 公

用 車 の用 途 及 び 運 行 業 務に 支 障 が 生 じ な いよ う 管 理 者 と 協 議の 上 、 日

程、 工 程を 決 定し 、管 理 者の 指 示に 従っ て 施工 す るも のと す る。  

４  前 項の 規 定に よる 広 告物 の 掲載 又は 撤 去に よ り、公 用車 の 車体 表 面、

塗 装 、構 造 等 を き 損 し 、又 は 破 損 し た と きは 、 当 該 広 告 主 が経 費 を 負

担し て 現状 回 復す るも の とす る 。  

（広 告 掲載 の 規格 ）  

第４ 条  広 告 掲載 の規 格 及び 掲 載料 は、 別 表に 掲 げる もの と する 。  

２  掲 載す る 全 て の広 告 につ い て 、 当該 掲 載内 容 が 有 料広 告 であ る 旨を

必ず 表 示し な けれ ばな ら ない 。  

３  宇 部市 水 道 局 公用 車 車両 広 告 掲 載基 準 ４（ ２ ） に 該当 す る広 告 主に

つい て は、 注 意書 きを 表 示し な けれ ばな ら ない 。  

（掲 載 でき な い広 告）  



第５ 条  要 綱 第 ４ 条第 １ ３号 に 規 定 する 公 用車 に 掲 載 する こ とが 不 適切

と管 理 者が 認 め る 広告 と は、 次 の 各 号の い ずれ か に 該 当す る もの をい

う。  

 （ １ ）蛍 光 、 反 射効 果 を有 す る 材 質が 使 用さ れ た も の等 、 公用 車 運行

中の 周 囲の 運 転者 の誤 認 を招 く おそ れの あ るも の  

 （ ２ ）文 字 表 記 が縦 書 きで あ る も の等 、 公用 車 運 行 中の 周 囲の 運 転者

の注 意 力が 散 漫と なる お それ の ある もの  

 （ ３ ）前 ２ 号の ほか 、 道路 交 通の 安全 を 阻害 す る お それ の ある も の  

 （ ４ ）公 用 車運 行上 の 支障 と なる もの  

（広 告 の掲 載 順位 ）  

第６ 条  同 一 の 広 告掲 載 位置 に つ い て、 掲 載希 望 者 が 複数 あ る場 合 は、

掲載 す る広 告 の 順 位は 、 次に 掲 げ る 順序 と する 。 こ の 場合 に おい て、

同順 位 のも の から ２以 上 の申 込 みが ある と きは 、抽選 に より 決 定す る。 

 （ １ ）公 共 団 体 、公 社 、公 団 、 公 益法 人 又は こ れ に 類す る もの に 係る

広告  

 （ ２ ）私 企 業 （ 民間 企 業） （ 以 下 「私 企 業」 と い う 。） の うち 、 公共

的性 格 のあ る 企業 で、 市 内に 事 業所 等を 有 する も のに 係る 広 告  

 （ ３ ）前 ２ 号 に 掲げ る もの 以 外 の 私企 業 又は 自 営 業 者で 、 市内 に 事業

所等 を 有す る もの に係 る 広告  

 （ ４ ）そ の 他広 告掲 載 が適 当 であ ると 管 理者 が 認め るも の の広 告  

（広 告 掲載 の 期間 ）  

第７ 条  広 告 掲 載 の期 間 は１ 月 を 単 位と し 、一 件 の 広 告掲 載 の期 間 は、

最大 で １年 間 とす る。  

２  広 告掲 載 の 開 始日 及 び終 了 日 は 、広 告 掲載 者 と 管 理者 が 協議 の 上、

公用 車 の運 行 管理 状況 等 を勘 案 し、 管理 者 が定 め るも のと す る。  

（広 告 物の 修 復）  

第８ 条  公 用 車 に 広告 物 を掲 載 し た 後に 、 公用 車 の 運 行に 伴 う事 故 等に

より 広 告物 が き 損 し、 又 は破 損 し た とき は 、管 理 者 が 経費 を 負担 して

修復 を 行う も のと する 。  

２  経 年に 起 因 す る広 告 物の 色 あ せ など の 劣化 に つ い ては 、 管理 者 が経

費を 負 担す る 修復 の対 象 とは し ない もの と する 。  

（広 告 掲載 料 の返 還）  

第９ 条  要 綱 第 １ ７条 の 規定 に よ り 返還 す る広 告 掲 載 料の 額 は、 広 告掲

載に 係 る期 間 を １ 月単 位 で認 定 し て 算出 す る。 こ の 場 合に お いて 、広

告掲 載 の期 間 に１ 月未 満 の端 数 があ ると き は１ 月 とし て算 出 する 。  

   附  則  

（施 行 期日 ）  

１  こ の要 領 は、 令和 ５ 年７ 月 １日 から 施 行す る 。  



 広 告 の位 置 、規 格、 掲 載料 等  

 

別表 （ 第４ 条 関係 ）  

公用 車 の種 類  掲載 場 所  
規格  

（縦 ×横 ）  

掲載 料  

（１ か 所１ か 月当 たり ） 

軽貨 物 など  片側 面  20cm × 50cm 以 内  ２， ２ ００ 円  

軽貨 物 など  後部  20cm × 50cm 以 内  ３， ３ ００ 円  

※金 額 は消 費 税及 び地 方 消費 税 を含 んだ 額  


